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平成30年度水産白書
漁政部　企画課

５月 31 日、「平成 30 年度水産白書」が閣議決定されました。
今年の水産白書のうち、水産業の動向を報告するいわゆる「動向編」は、水産政策の改革を取り上げた「第１章」、ひとつの重要なテーマを選ん

で掘り下げた分析を行う「第２章（特集）」と、それ以外の我が国の水産業をめぐる最新状況を記述する「第３章（一般動向）」から構成されていま
す。ここでは、それぞれの概要を簡単にご紹介します。

なお、水産白書では、我が国の水産についての理解を深めていただけるよう、ここでご紹介する以外にも様々な図表やコラム、事例を交えた記
述を行っています。下記の水産庁ホームページに全文を掲載しておりますので、是非ともご覧ください。

http://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/index.html

第１章　水産政策の改革について
日本の漁業生産量は 30 年間で約３分の１に減少し、漁業を担う漁業就業者は高齢化が進むとともに、減少しています。また、海洋環境の変化

や日本周辺水域での外国漁船の活発な操業など漁業を取り巻く環境変化のリスクも大きくなっています。
一方で、生産現場においては、漁業者の所得向上や浜のにぎわいの継続のための動きも生まれています。このような状況下で、将来を見据えた

ときに、日本の水産業が変化に対応して発展できる仕組みに変えていくことは待ったなしの状況にあると考えられます。
こうした背景を踏まえ、平成 29（2017）年の水産基本計画では、数量管理等による資源管理の充実や漁業の成長産業化等を強力に進めるため

に必要な施策について、関係法律の見直しも含め、引き続き検討することが明記されました。
平成 30（2018）年６月に水産政策の改革の具体的な内容を定めた「水産政策の改革について」が取りまとめられ、このうち、資源管理措置、

漁業権など漁業生産に関する基本的制度及び漁業協同組合等に関する制度について必要な法整備が行われ、同年 12 月に「漁業法等の一部を改正す
る等の法律」が公布されました。

第２章　特集　「水産業に関する人材育成～人材育成を通じた水産業の発展に向けて～」
明治期以降、我が国は、水産業分野で活躍する人材を学校などの教育現場で育成してきましたが、資源の変動による漁獲量の減少や漁業

就業者数の減少など、我が国の水産業は厳しい状況に直面し、水産業における人材育成は漁船の乗組員の養成だけでなく、加工流通、環境、
情報通信技術など幅広い分野での対応が求められています。今回の特集では、水産業に関する人材育成の変遷を振り返るとともに、学校に
おける水産教育や漁業者による新規就業者の育成、漁業者の技術の伝承などがどのように行われているのかを分析することによって、人材
育成を通じた水産業の持続的発展のための水産施策の方向性について考察しました。以下、概要をご紹介します。

１　水産教育による人材育成
①　近代以降の水産教育の変遷

水産教育は、大日本水産会が明治 21（1888）年に設立した水産伝習所が本格的なスタートと言われています。明治時代において、地方水産業
改良に必要な漁業・製造・養殖技術の習得を目的とした水産教育が全国各地で展開され、我が国における水産教育の礎が築かれていきました。また、
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（１）近代以降の水産教育の変遷

〇大日本水産会が明治21（1888）年に設立した水産伝習所が水産教育の本格的なスタート。全国各地で地
方水産業改良に必要な漁業・製造・養殖技術の習得を目的とした水産教育が展開。また、遠洋漁業の知識
と技能を習得した人材も養成。

○戦後、水産教育は水産高校が中心となり、特に遠洋漁業の中堅技術者の育成に注力。しかしオイルショッ
クや各国の排他的経済水域設定による遠洋漁業縮小により水産高校入学希望者も減少。

○平成に入り、水産高校は従来の専門技術教育に加え、生徒の主体性や探求能力を高める授業も実施。

第２章　特集　水産業に関する人材育成
　　　　　　　　　  　～人材育成を通じた水産業の発展に向けて～
第２章　特集　水産業に関する人材育成
　　　　　　　　　  　～人材育成を通じた水産業の発展に向けて～

第１節　水産教育による人材育成

（２）小学校における水産業や水産物に関する学習

○小学校学習指導要領の「社会」に
おいて水産業に関する記述。また、
「家庭」において、「和食の基本と
なるだしの役割」についての記述
（学習の際、煮干し等からだしを
とることについて触れる機会。）。

○様々な場面で「水産」に触れる機
会、実際の授業では、総合学習や
学校行事等で実施。

○将来の水産分野を担う人材育成の
ためには、体で直接感じる機会を
増やす必要。

島根県浜田市立長浜小学校 ～Nagahamaマリン郷育～

島根県浜田市立長浜小学校
では、「海に親しむ」ことか
ら始まり「海を知る」ことで
海への関心を高め、「海を利
用」しながら「海を守る」こ
との大切さを学習。また、浜
田水産高校の協力の下、「ど
んちっちアジの開き」にも挑
戦。さらに、海を調べてみた
いという児童の願いを受け、
水産高校の実習船へ乗船。

事例

水産高校の実習船見学
（写真提供：島根県浜田市立長浜小学校）

水産伝習所（1888）
（大日本水産会）

帝国大学
農学部水産学科等

東京水産大学
（1950）

東京海洋大学
（2003）

水産補習学校
（1895以降）

（全国各地に設置）

（外国猟船が日本周辺へ展開）

遠洋漁業奨励法（1897）

日露講和条約（1905）

（北洋漁業の展開）

第２次世界大戦終戦（1945）

200海里時代（1977 ～）

水産学校
（1901以降）

水産高校

水産専門学校

官立水産講習所
（1897）

第二水産講習所 第一水産講習所

水産大学校
（1963）

東京水産大学
（1949）

府県水産講習所
（1899以降）

農商務省管轄
（現在の農林水産省）

文部省管轄
（現在の文部科学省） 主な出来事

水産系大学

水産教育にかかる学校等の変遷
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外国猟船に対抗するため、遠洋漁業の知識と技能を習得した人材の養成も進められました。第２次世界大戦後には、水産教育は水産高校が中心となり、
特に遠洋漁業の中堅技術者の育成に力が注がれました。しかし、オイルショックや各国の排他的経済水域設定による遠洋漁業縮小により水産高校入
学希望者も減少しました。平成に入り、水産高校は従来の専門技術教育に加え、生徒の主体性や探求能力を高める授業も実施するようになりました。

②　小・中学校における水産業や水産物に関する学習
小学校学習指導要領の「社会」において水産業に関する記述が、また、「家庭」において、「和食の基本となるだしの役割」についての記述があります。

中学校学習指導要領の「社会」においては、日本の地域的特色等について学習する際に取り上げる項目として「産業」に関する記述があります。さ
らに、全国各地の小・中学校の実際の授業では、これに留まらず、例えば、総合的な学習の時間や学校行事、あるいは、社会教育施設の学校教育と
の連携などにより、様々な機会で「水産」に触れる機会があります。

③　水産高校における水産教育
平成 30（2018）年度末現在で、水産高校は 46 校を数え、このうち専攻科を設置している高

校は 22 校となっています。また、５トン以上の実習船を用いた学習を行っている高校は 43 校で
実習船は 62 隻（うち総トン数 100 トン以上の実習船は 36 校で 29 隻）となっています。

平成 30（2018）年度の生徒数は 9,831 人で減少傾向にありますが、全国の高校生に占める
割合は 0.3％となっており、横ばい傾向にあります。平成 29（2017）年度卒業生の進路状況を
みると、進学者は 35％、水産・海洋関連産業への就職者 38％となっており、平成 19（2007）
年度と比較すると水産・海洋関連産業への就職者は 14％増加しています。また、専攻科修了生の
就職状況は、漁船が８％、商船が 56％となっており、平成 19（2007）年度と比較すると漁船
が２％、商船が 16％増加しています。

水産高校では、平成に入り、従来の専門技術教育に加え、生徒の主体性や探求能力を高めること
を目的とした「課題研究」や「総合学習」の科目に力を入れるようになってきています。これらの
科目の実施においては、地方自治体や漁業協同組合等との連携が多いため、活動がその地域にも貢
献しています。

④　大学における水産教育
文部科学省が管轄する水産学部や水産学科などを有する主な大学及び農林水産省が管轄する国立研究開発法人 水産研究・教育機構水産大学校は、

全国水産・海洋系学部等協議会の会員校（19 校）となっています（以下これらを「水産系大学」といいます。）。水産系大学は特に研究開発や水産
業の中核を担える人材の育成に力を入れています。水産庁が水産系大学に対して実施したアンケートによると、平成 29（2017）年度の就職内定
者の就職先は水産関連分野が 34％、その中では、加工流通分野が 54％と分野別では一番多くなっています。

各水産系大学においては、それぞれの特色を生かした独自のカリキュラムが組まれています。

２　若手漁業者等の育成
①　漁業就業者をめぐる動向

漁業就業者数は一貫して減少傾向にあり、平成 29（2017）年には前年から 4％減少して 15 万 3,490 人となりました。漁業就業者の総数が
減少する中で、平成 21（2009）年以降全国の新規漁業就業者数はおおむね２千人程度で推移しています。新規漁業就業者は 40 歳未満が７割を
占めていることもあり、就業者全体に占める 39 歳以下の漁業就業者の割合は、近年、横ばい傾向にあります。

20 トン以上の船舶で漁業を営む場合（主に沖合・遠洋漁業）は、漁船の航行の安全性を確保するため、それぞれの漁船の総トン数等に応じて、船長、
機関長、通信長等として乗り組むために必要な海技資格の種別や人数が定められています。

海技免許を取得するためには国土交通大臣が行う海技士国家試験に合格する必要がありますが、航海期間が長期にわたる遠洋漁業においては、
乗組員がより上級の海技免許を取得する機会を得にくいという実態があり、漁業における海技士の高齢化と不足が深刻化しています。

海技士の確保と育成は我が国の沖合・遠洋漁業の喫緊の課題であり、必要な人材を確保できず、操業を見合わせるようなことがないよう、関係
団体等では、漁業就業相談会や水産高校等への積極的な働きかけを通じて乗組員を募るほか、国では、平成 30（2018）年度より、水産高校卒業
生を対象とした新たな四級海技士養成のための履修コースを設置する取組について支援を行っています。

フィッシュガールの活動
（写真提供：愛媛県立宇和島水産高校）
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（１）漁業就業者をめぐる動向

○漁業就業者数は減少傾向で、平成29（2017）年は15万3,490人。
○新規漁業就業者数は平成21（2009）年以降おおむね２千人程度で推移、39歳以下が７割。漁業就業者
全体に占める39歳以下の漁業就業者の割合は横ばい傾向。

（ア）漁業就業者の動向

（イ）漁業における海技士不足問題

○20トン以上の船舶には、船長、機関長等とし
て乗船するための海技資格（国家試験）が必要。
○遠洋漁業では長期の航海のため、上級の海技免
許を取得する機会が得にくく、また、水産高校
卒業生が必ずしも漁業に就業しないことなどか
ら、海技士の高齢化と不足が深刻化。
○このため、関係団体では、漁業就業相談会等を
通じて乗組員を募るとともに、海技免許の取得
を目指した計画的研修の取組を実施。
○また、令和元（2019）年度より６か月間の乗
船実習を含む新たな履修コースが水産大学校で
スタートし、水産高校卒業生が四級海技士試験
の受験に必要な１年９か月間の乗船履歴の短縮
が可能となり、水産高校卒業生の早期の海技士
資格の取得が期待。

第２節　若手漁業者等の育成

将来の漁業就業者の見通し

水産庁では将来の見通しについて、い
くつかの条件を固定して試算。2028年に
約10万３千人、2048年に約７万３千人、
2068年に約７万人。
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②　新規漁業就業者や若手漁業者等の育成
漁業への就業を目指す若者に、より実践的な漁業技術や知識を教育し、即戦力となる漁業就業者を育成する漁業学校が、現在、全国 17 か所に

設立され、今後も増加していく見込みです。また、漁業学校の学生が技術習得に専念できるよう国や地方自治体も支援を行っています。

新たに就業した漁業者が定着するためには、漁業に就業してからも経営や技術の向上を図っていくことが重要です。将来の水産業を担っていく
若手の漁業者を育成するため、各地域ではいろいろな取組が実施されています。

３　将来求められる人材の育成
①　今後の水産教育の方向性

かつて遠洋漁業の技術者の育成が中心だった水産高校は、現在では食品安全や環境に関する教育やグローバル感覚を身に付ける教育等幅広い教
育を行ってきています。今後も、時代の流れに応じた教育を行っていくことが重要です。

水産系大学では、大学入学後の早期に幅広く水産業に触れる機会を設け、将来像を描きやすくさせる工夫が必要です。また、地元との連携を強め、
地元の水産業への貢献を念頭に置いた研究開発や人材育成の取組の推進により、地元の水産業の維持・発展にもつながることが期待されます。さら
に、ICT 等の工学やマーケティング等の商学など幅広い教育分野と連携していく必要があります。

②　流通加工分野の人材育成
水産系大学卒業後の水産関連分野の就職先は、加工流通分野が最も多くなっていますが、水産ビジネスに関連してスキルを学ぶ機会は水産系大

学では多くないため、関係する会社と連携したインターンシップや実務につながる分野の教育の機会などを充実させ、産業現場で有用な人材育成を
進めることが必要です。

③　水産業における女性の地位向上と活躍
水揚げ後の陸上作業や水産加工業では女性が重要な役割を果たしています。国は子供待機室や調理実習室等、女性の活動を支援する施設の整備

を支援しています。また、女性が働きやすい漁業・水産業の現場改革や魅力向上を後押しする「海の宝！水産女子の元気プロジェクト」が平成 30
（2018）年 11 月に設立されました。

④　外国人労働をめぐる動向
平成 30（2018）年 12 月に、新たに一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受入れを可能とする「出入国管理及び難民認定法及び法

務省設置法の一部を改正する法律」が成立しました。これを受け、漁業分野及び水産加工業においても、平成 31（2019）年４月以降、一定の基
準を満たした外国人の受入れが始まることとなりました。今後はこのような外国人と共生していくための環境整備が重要であり、国においても必要
な支援を行うこととしています。

人材育成を通じた開発途上地域等への技術等の移転による国際協力の推進を目的とした外国人技能実習制度は、水産業においては、漁業・養殖
業における９種の作業及び水産加工業における８種の作業について技能実習が実施されています。国は、漁業技能実習事業協議会を設立し、技能実
習生の待遇を定め、その保護を図る仕組みを設けるなど、漁業・養殖業における技能実習の適正化に努めています。

第３章　平成29年度以降の我が国水産の動向
第３章では、我が国の漁業の様々な側面について、最新状況を記述しています。ここでは、主なデータ等を簡単にご紹介します。

１　水産資源及び漁場環境をめぐる動き
①　我が国周辺の水産資源の状況

平成 30（2018）年度の我が国周辺水域の資源評価結果（50 魚種 84 系群）では、高位が 14 系群、中位が 29 系群、低位が 41 系群となり
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（２）新規漁業就業者や若手漁業者等の育成

○意欲ある漁業者を確保し担い手として育成していくことは、水産物の安定供給のみならず、漁業・漁村の
持つ多面的機能の発揮や地域の活性化の観点からも重要。

○国では、漁業経験ゼロからでも漁業に就業・定着できるよう漁業に関する技術や知識の習得に重点をおい
た支援を実施。

○より実践的な漁業技術や知識を教育し、即戦力となる漁業就業者を育成する「漁業学校」が全国に17か
所（平成30（2018）年度末現在：今後も増加していく見込み）。漁業学校の学生が技術習得に専念でき
るよう国や地方自治体も支援。

（ア）新規漁業就業者の育成

水産高校生に対する漁業就業へ
の働きかけ（漁船乗組員確保養
成プロジェクト）

漁船漁業の乗組員不足に対応するため、平
成29（2017）年２月に創設された「漁船乗
組員確保養成プロジェクト」の取組の１つで
ある「漁業ガイダンス」は、全国の水産高校
に漁業経営体自らが出向き、求人活動や漁業
の魅力、実際の漁労作業等を生徒に説明し理
解してもらう活動。

コラム

漁業人材育成総合支援事業

全国の漁業学校

就 業 ・ 定 着

　漁業者等の安定的な確保と育成を図るため、漁業への就業前の若者に対し資金を交付するほか、就業・定着促進の
ための漁業現場での長期研修、海技免状等の資格取得及び漁業者の経営能力の向上等を支援。

•座学や体験漁業を実施する就業準備講習
会を開催。

•漁業就業相談会を開催し、就業希望者と
受入を希望する漁業者をマッチング。

就 業 準 備

漁業就業促進情報提供

•民間団体等が行う水産高校卒業生を対象とした海技士資格
取得のための履修コース設置に要する費用を支援。

海 技 士 資 格 取 得 支 援

•漁業現場での研修を行う指導者に対し
研修経費を支援。

沖合・遠洋漁船に雇
用され、幹部を目指
す研修生の指導者
（主に法人）に、研
修経費を助成。
最大18.8万円／月
最長２年間

将来、独立・自営を
目指す研修生の指導
者（主に個人）に、
研修経費を助成。

最大28.2万円／月
最長３年間

漁業経営体に雇用さ
れる研修生の指導者
（主に法人）に、研
修経費を助成。

最大14.1万円／月
最長１年間

長 期 研 修 支 援

•若手漁業者の収益力向上のため、経営管理の知識や、熟練漁業者
の持つ技術やノウハウの習得を支援。

経 営 ・ 技 術 向 上 支 援

•漁業への就業に向け漁業学校等で必要な
知識の習得等を行う若者に対して、他産
業に就職した場合と比較して最低限の資
金を交付。

　150万円／年、最長２年間

次世代人材投資（準備型）

雇用型
独立型

（雇用型） （幹部養成型）

みやぎ漁師カレッジ（H29）

千葉県地域漁業担い手確保・
育成支援協議会（H25）

静岡県立漁業高等学園（S45）
三重県漁師塾（H23）

とくしま漁業アカデミー（H29）

かがわ漁業塾（H27）

大分県漁業学校（H27）
宮崎県立高等水産研修所（H9）

かごしま漁業学校（H30）

北海道立漁業研修所（H9）

山形県漁業就業準備研修（H25）

（公社）富山県農林水産公社
（中期研修事業コース）（H30）

ふくい水産カレッジ（H27）
海の民学舎（H27）

熊本県漁業就業者確保長期研修（H25）

ながさき漁業
伝習所（H28）

佐賀県高等水産
講習所（S40）

注：（　）内は設立年度。

水産庁

水産高校への働きかけ

※水産高校の実践的
な職業教育の充実
に向けて、水産庁
と文部科学省は連
携・協力する。

•就職説明会開催
費、参加旅費等
を支援

文部科学省

•漁業者団体によ
る水産高校（各
都道府県教育委
員会）への働き
かけを支援

漁業者団体
（事務局 大日本水産会）

水産高校
（各都道府県教育委員会）

•中長期的な需要見込みに基づいた人材確保計画を水産高校に
提示し、水産高校との協力体制を構築

•水産高校生に対し、説明会の開催等、求人活動を組織的、計
画的、継続的に実施

連携・協力
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ました。このうち主要魚種（15 魚種 37 系群）では、近年、６～７
割が中位又は高位にあります。

②　実効ある資源管理のための取組
近年では、漁業者による違反操業が減少している一方、漁業者以外

による密漁が増加傾向にあります。これに対し、漁業監督官等が海上
保安官及び警察官とともに取締任務に当たるとともに、漁業者も漁場
の監視、通報等の密漁防止活動や流通対策を実施しています。

以上のような背景を踏まえ、新漁業法では、犯罪者に対して効果的
に不利益を与え、密漁の抑止を図るため、特定の水産動植物を採捕す
る者への罰則を新設するなど、大幅な罰則強化が図られました。

さらに、我が国周辺水域における外国漁船の違法操業の悪質化・
巧妙化・広域化が進むなどの状況の変化に対処するため、平成 30

（2018）年１月、水産庁長官を本部長とする水産庁「漁業取締本部」
を設置するとともに、平成 29（2017）年度から、７隻である水産
庁所属の取締船の増隻を開始し、令和３（2021）年度に９隻とする
など、漁業取締体制を一層強化しているところです。

③　漁場環境をめぐる動き
藻場・干潟の保全や機能の回復に向け、地方公共団体による藻場・

干潟の造成、漁業者や地域住民等による保全活動が一体となった広域
的な対策を推進しています。また、世界的に注目を集めているプラスチックごみの問題に対し、水産庁では、漁業・養殖業におけるプラスチック使
用量削減方策の検討や環境に配慮した素材を用いた養殖用資材の導入に向けた実証試験を行うとともに、浮遊するマイクロプラスチックを摂食した
水産生物の生態的情報の調査等を行っています。

２　我が国の水産業をめぐる動き
①　漁業・養殖業の国内生産の動向

平成 29（2017）年の漁業・養殖業生産量は、前年から５万トン（１％）減少して 431 万トンとなりました。一方、漁業・養殖業生産額は、
前年から 219 億円（１％）増加し、１兆 6,075 億円となりました。
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（１）我が国周辺の水産資源

第１節　水産資源及び漁場環境をめぐる動き

○資源管理の手法は、１）投入量規制（インプットコ
ントロール）、２）技術的規制（テクニカルコント
ロール）、３）産出量規制（アウトプットコントロ
ール）の３つに大別。我が国では、漁業の特性や漁
業者の数、対象となる資源の状況等により、様々な
手法を組み合わせて資源の適切な管理を実施。
○新漁業法においては、漁獲可能量による管理を行う
ことを基本。
○採貝・採藻、定置網漁業、養殖業等については漁業
権制度、沖合・遠洋漁業等については許可制度等に
基づき資源管理を実施。
○漁獲可能量（TAC）制度はこれまで８魚種を対象
に実施。
〇今後、TAC制度は新漁業法に基づいて実施。TAC
は最大持続生産量の実現のために維持・回復させる
べき目標となる資源水準の値などの資源管理目標に
従い設定。
○新漁業法では、IQ方式を実施する準備が整った漁業・
海域について、IQ方式による資源管理を行い、準備
の整っていない管理区分における漁獲量管理は、漁
獲量の合計による管理を実施。

○水産資源の管理には、資源評価に
より資源量やその水準と動向を推
定し、結果に基づいて適切な管理
措置をとることが不可欠。
○新漁業法では、必要な情報収集の
ための資源調査の実施により、全
ての有用水産資源の資源評価を行
うよう努めることなどが規定。
○平成30（2018）年度の我が国周
辺水域の資源評価結果（50魚種
84系群）では、資源水準の高位
が14系群、中位が29系群、低位
が41系群。
○国民生活上主要な15魚種37系群
では、資源水準の高位が６系群、
中位が18系群、低位が13系群。

第３章  平成29年度以降の我が国水産の動向第３章  平成29年度以降の我が国水産の動向

（２）我が国の資源管理
（ア）我が国の資源管理制度

100

80

60

40

20

0
平成8
（1996）

10
（1998）

12
（2000）

14
（2002）

16
（2004）

18
（2006）

20
（2008）

22
（2010）

24
（2012）

26
（2014）

30
（2018）

28
（2016）

年度

低中位

中高位

低位

中位

高位

％

我が国周辺の資源水準の状況と推移（主要魚種）

資源管理手法の相関図

資料：水産庁・（研）水産研究・教育機構「我が国周辺水域の漁業資源評価」に基づき水産庁で作成

平成30年度
（2018）
主要魚種
15魚種
37系群

低位
35％

高位
16％

中位
49％

投入量規制
（インプット
コントロール）

技術的規制
（テクニカル
コントロール）

産出量規制
（アウトプット
コントロール）

例：漁船隻数・
　　トン数の制限

例：若齢魚の漁獲制限

例：漁具の仕様の
　　制限

例：禁漁区・禁漁
　　期間の設定 

例：漁獲可能量（TAC）の
　　設定

例：漁獲努力可能
　　量（TAE）の
　　管理
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（１）漁業･養殖業の国内生産の動向

第２節　我が国の水産業をめぐる動き

○平成29（2017）年の漁業・養殖業生産量は、前年から５万トン減の431万トン。うち海面漁業は前年並
みの326万トン。サンマ等が減少し、マイワシが増加。海面養殖業は５万トン減の99万トン。ホタテガ
イ等が減少。内水面漁業・養殖業は１千トン減の６万２千トン。

○我が国の漁業・養殖業の生産額は、平成25（2013）年以降増加に転じ、平成29（2017）年の漁業・養
殖業の生産額は、前年から219億円増の１兆6,075億円。うち海面漁業は、前年並みの9,628億円、海面
養殖業は153億円増の5,250億円、内水面漁業・養殖業は59億円増の1,197億円。

○近年、トド、ヨーロッパザラボヤ等による漁業被害が顕
在化。特に、北海道周辺では、トド等による漁具の破損、
漁獲物の食害等が多く発生。国では、都道府県の区域を
越えて広く分布・回遊し、広域的な対策により被害の防
止・軽減に効果が見通せるものについて、出現状況に関
する調査と情報提供、被害軽減のための技術開発、駆除
活動等を支援。

○内水面では、オオクチバスやカワウ等による資源の食害
が問題。防除対策を推進。

（６）野生生物による漁業被害と対策

漁業･養殖業の国内生産量・額の推移

資料：農林水産省「漁業産出額」に基づき水産庁で作成
注：1） 平成19（2007）～ 22（2010）年については、漁業・養殖業生産量の内訳である「遠洋漁業」、「沖合漁業」及び「沿岸漁業」は推計値。

2） 漁業生産額は、漁業産出額（漁業・養殖業の生産量に産地市場卸売価格等を乗じて推計したもの）に種苗の生産額を加算したもの。
3） 海面漁業の部門別産出額については、平成19（2007）年から取りまとめを廃止。

資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計」

〈オオクチバス〉
外来魚による食害

〈トド〉

トドによる漁獲物の食害

1,500

1,000

500

0

万トン

〈生産量〉

〈生産額〉

遠洋漁業

沖合漁業

沿岸漁業

海面養殖業 内水面漁業・養殖業
マイワシの漁獲量

昭和40
（1965）

45
（1970）

50
（1975）

55
（1980）

60
（1985）

平成2
（1990）

7
（1995）

12
（2000）

17
（2005）

22
（2010）

29
（2017）

年

昭和59（1984）年
生産量ピーク：1,282万トン

平成29（2017）年
431万トン

平成29（2017）年
244万トン

昭和53（1978）年
沿岸漁業＋沖合漁業の

漁獲量（マイワシを除く）
ピーク：587万トン

昭和57（1982）年
生産額ピーク：2兆9,772億円3

2

1

0

兆円

内水面漁業・養殖業

遠洋漁業

沖合漁業

沿岸漁業

海面養殖業

（千トン）

 合　　　　計 4,306
 海　　　　面 4,244
 　漁　　　業 3,258
 　　遠洋漁業 314
 　　沖合漁業 2,051
 　　沿岸漁業 893
 　養　殖　業 986
 内 水 面 62
 　漁　　　業 25
 　養　殖　業 37

生
　
　
産
　
　
量

平成29年
（2017）

（億円）
平成29年
（2017）

 合　　　　計 16,075
 海　　　　面 14,878
 　漁　　　業 9,628
 　養　殖　業 5,250
 内 水 面 1,197
 　漁　　　業 198
 　養　殖　業 998

生
　
産
　
額

昭和40
（1965）

45
（1970）

50
（1975）

55
（1980）

60
（1985）

平成2
（1990）

7
（1995）

12
（2000）

17
（2005）

22
（2010）

29
（2017）

年

平成29（2017）年
１兆6,075億円
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②　漁業経営の動向
平成 29（2017）年の沿岸漁船漁業を営む個人経営体の平均漁労所得は、漁労収入の減少等により前年から 16 万円減少して 219 万円となり

ました。漁船漁業を営む会社経営体では、漁労利益の赤字が続いているものの、赤字幅は減少しました。海面養殖業を営む個人経営体では平均漁労
所得の変動が大きく、平成 29（2017）年は前年より増加しました。

④　水産加工業の動向
水産食用加工品の生産量は、平成 29（2017）年には、前年から６万トン減少して 157 万トンとなりました。我が国の食用魚介類の国内消費

仕向量の６割は加工品として供給されており、水産加工業は、我が国の水産物市場における大口需要者として、水産物の価格の安定に大きな役割を
果たしています。しかしながら、近年では、漁獲量の減少や、地域で水揚げされる漁獲物のサイズや魚種構成の変化等により、必要な量やサイズの
加工原料の確保が困難となる事例が生じています。さらに、地方を中心として人口減少と高齢化が進む中、技能を有する従業員の確保も水産加工業
の重要な課題となっています。

３　水産業をめぐる国際情勢
①　世界の漁業・養殖業と水産物消費

世界の漁業・養殖業の生産量は増加し続けており、平成 29（2017）年には前年から３％増加して２億 559 万トンとなりました。このうち漁
船漁業生産量は、1980 年代後半以降は横ばい傾向となっている一方、養殖業生産量は急激に伸びています。

また、世界の１人当たり食用魚介類消費量は過去 50 年間で約２倍に増加しており、食品流通の国際化、たんぱく質を多く含む食品を中心とし
た食生活への移行により、特にアジアやオセアニア地域で顕著な増加を示しています。

②　水産物貿易をめぐる国際情勢
TPP は平成 28（2016）年２月に参加 12 か国が協定への署名を行いましたが、平成 29（2017）年１月の米国による TPP の離脱表明を受け、

米国を除く 11 か国で TPP11 協定として早期発効を目指すこととなりました。同年 11 月に TPP11 協定の大筋合意が確認され、平成 30（2018）
３月に署名されました。同年 10 月 31 日までに、我が国を含む６か国が国内手続を完了し、協定の寄託国であるニュージーランドに対し通報した
ことから、同年 12 月 30 日に発効しました。

日 EU・EPA は、平成 25（2013）年４月に交渉が始まり、物品にかかる関税の削減・撤廃だけでなく、サービス貿易、投資自由化、知的財
産権等の分野を対象に４年以上の交渉期間を経て平成 29（2017）年７月に大枠合意に至り、平成 30（2018）年７月 17 日に署名されました。
日 EU 双方の国内手続を経て、平成 31（2019）年２月１日に日 EU・EPA が発効しました。

③　多国間の漁業関係
中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）では、平成 30（2018）年 12 月の年次会合で、太平洋クロマグロに関し、その年の漁獲上限に達し

なかった分について、漁獲上限の５％までを上限として、翌年に繰り越せる規定（「繰越し」）が採択されました。メバチ、キハダ及びカツオに関し
ては、現行措置の２年間の延長が合意しました。

北太平洋漁業委員会（NPFC）では、平成 29（2017）年７月に公開でマサバを漁獲する遠洋漁業国・地域の漁船の許可隻数の増加禁止（沿岸
国の許可隻数は急増を抑制）が合意されました。また、平成 30(2018) 年７月に、サンマの洋上投棄禁止及び小型魚の漁獲抑制の奨励について、
現行の資源管理措置に追加されることが合意されました。引き続き、将来的なサンマ資源の減少に対する我が国の懸念を強く訴え、漁獲量の適切な
制限等、資源管理措置の更なる強化を働きかけていきます。

④　捕鯨をめぐる新たな動き
IWC（国際捕鯨委員会）は、国際捕鯨取締条約の下に設置された、「鯨類の保存」と「捕鯨産業の秩序ある発展」という２つの目的を持った資源

管理機関ですが、鯨の持続的利用を支持する国と反捕鯨国との間の長年にわたる対立から、鯨の管理についても保護についても決められない状況が
続いています。

平成 30（2018）年９月に開催された IWC 第 67 回総会では、我が国は、鯨と捕鯨に対する基本的な立場を異にする加盟国が IWC の中で「共
存」できることを目指した IWC 改革案を提案しましたが、鯨の保護のみを重視し、持続的利用の必要性を認めない国々からの歩み寄りは見られず、
我が国の改革案は否決され、そこに至る議論で、異なる意見や立場が共存する可能性すらないことが明らかとなりました。以上のような経緯に鑑み、
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（１）世界の漁業・養殖業生産

第３節　水産業をめぐる国際情勢

○世界の１人当たりの食用魚介類消費量は、食品流通の国際化、たんぱく質を多く含む食品を中心とした食
生活への移行等により、過去半世紀で約２倍に。特に中国等の新興国での伸びが顕著。

○日本は高水準にあるものの、50年前と同水準まで減少。

○平成29（2017）年の世界の漁業・
養殖業生産量は前年から３％増の
２億559万トン。このうち漁船漁
業生産量は横ばい傾向、養殖生産
量は急激に増加。

○漁船漁業生産量は、EU、米国、
我が国等ではおおむね横ばいから
減少傾向。中国、インドネシア、
ベトナム等で増加。

○養殖生産量は、海面及び内水面の
双方で大きく増加。海面では紅藻
類、褐藻類が、内水面では、コイ・
フナ類が特に増加。海面、内水面
ともに中国が突出。

○生物学的に持続可能なレベルで漁
獲されている状態の世界の水産資
源の割合は漸減傾向。平成27
（2015）年には67％が生物学的
に持続可能（うち生産量増大の余
地のある資源は７％）、33％が過
剰利用。

（２）世界の水産物消費

世界の漁業・養殖業生産量の推移

世界の資源状況 

地域別の世界の１人１年当たり食用魚介類消費量の
推移（粗食料ベース）

資料：FAO「FAOSTAT（Food Balance Sheets）」 資料：FAO「FAOSTAT（Food Balance Sheets）」（日本以外の国）及び農林
水産省「食糧需給表」（日本）

資料：FAO「Fishstat」、農林水産省「漁業・養殖業生産統計」に基づき水産庁で作成

資料：FAO「The State of World Fisheries and Aquaculture 2018」に基づき水産庁で作成

主要国・地域の１人１年当たり食用魚介類消費量の
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我が国は、IWC 加盟国としての立場の根本的な見直しを行い、あらゆるオプションを精査した結果、IWC からの脱退を決定しました。
令和元（2019）年６月 30 日に脱退の効力が生じ、同年７月から、我が国は、EEZ 内で、十分な資源が存在することが明らかになっているミ

ンククジラ、イワシクジラ、ニタリクジラを対象とした捕鯨業を再開する予定です。

４　我が国の水産物の需給・消費をめぐる動き
①　水産物需給の動向

平成 29（2017）年度の魚介類の国内消費仕向量は 737 万トンで、平成 19（2007）年度と比べ、需給規模は 23％縮小しました。食料自給率は、
前年度から１ポイント減少して 55％となりました。

②　水産物消費の状況
平成 29（2017）年度の食用魚介類の１人１年当たり消費量は、24.4kg（概算値）でした。世代別には 40 代以下で顕著に少なくなっていますが、

近年では、50 ～ 60 代の摂取量も減少傾向にあります。一方で、20 歳未満では摂取量が横ばい傾向にあります。

③　水産物貿易の動向
平成 30（2018）年の水産物輸入量は前年から４％減少して 238 万トン、輸入金額は 1％増加して１兆 7,910 億円となりました。
同年の水産物輸出量は、前年から 26％増加して 75 万トン、輸出金額は 10％増加して 3,031 億円です。

５　安全で活力ある漁村づくり
漁港・漁村における防災機能の強化と減災対策の推進を図っていく必要があることから、集落の多重防護、粘り強い構造を持つ防波堤や高台へ

の避難路の整備等を推進しています。加えて、平成 30（2018）年の北海道胆振東部地震をはじめとした度重なる大規模な自然災害の発生を踏ま
え、防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策として、拠点漁港における防波堤等の強化や、荷さばき所等の浸水対策、高潮対策等を推進し
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（１）水産物需給の動向

第４節　我が国の水産物の需給・消費をめぐる動き

○食用魚介類の１人１年当たり消費量は、平成29（2017）年度は前年より0.4kg減の24.4kg（概算値）。
○40代以下の魚介類摂取量は50代以上と比べ少ない。50～60代も減少傾向。一方で、20歳未満では摂取
量が横ばい傾向。
○魚種別の購入量は、切り身の状態で売られているサケ、マグロ及びブリが上位。
○生鮮魚介類の１世帯当たり年間支出額は、近年、横ばい傾向となっていたが、ここ２年はやや減少傾向。
○消費者を対象とした食の志向に関する調査では、健康志向、簡便化志向の人が増加。

○平成29（2017）年度の魚介類の国内消費仕向量は737万トン（原魚換算ベース、概算値）。うち576万
トン（78％）が食用、162万トン（22％）が非食用（飼肥料向け）。
○平成29（2017）年度の食用魚介類の自給率（概算値）は、前年度から１ポイント減少して55％。

（２）水産物消費の状況
（ア）水産物消費の動向と消費者の意識

食用魚介類及び肉類の１人１年当たり消費量（純食
料）とたんぱく質の１人1日当たり消費量の推移

資料：農林水産省「食料需給表」 資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」に基づき水産庁で作成

我が国の魚介類の生産・消費構造

資料：農林水産省「食料需給表」
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〈平成29（2017）年度（概算値）〉

食用魚介類の自給率の推移

年齢階層別の魚介類の１人１日当たり摂取量

資料：農林水産省「食料需給表」
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○平成30（2018）年の水産物輸出量（製品重量ベース）は前年比26％増の75万トン。輸出金額は前年比
10％増の3,031億円。
○国・地域別では、香港、中国、米国が輸出金額の上位。
○品目別では、ホタテガイ、真珠等が輸出金額の上位。
○平成28（2016）年５月取りまとめの「農林水産業の輸出力強化戦略」では、水産物について、輸出拡大
に向けた生産体制の整備、海外市場の拡大、輸出先国・地域の衛生基準等に適合した輸出環境の整備に取
り組むこととしているところ。平成28（2016）年８月の「未来への投資を実現する経済対策」では、令
和元（2019）年に農林水産物・食品輸出額１兆円（水産物3,500億円）を目標。

○平成30（2018）年の水産物輸入量（製品重量ベース）は前年比４％減の238万トン。輸入金額は前年比
１％増の１兆7,910億円。
○国別では、中国、米国、チリ、ロシア等が輸入金額の上位。
○品目別では、サケ・マス類、マグロ・カジキ類、エビ等が輸入金額の上位。

（イ）水産物輸出の動向

（４）水産物貿易の動向
（ア）水産物輸入の動向

我が国の水産物輸入量・金額の推移

資料：財務省「貿易統計」に基づき水産庁で作成

我が国の水産物輸出量・金額の推移

資料：財務省「貿易統計」に基づき水産庁で作成
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○平成30（2018）年の水産物輸出量（製品重量ベース）は前年比26％増の75万トン。輸出金額は前年比
10％増の3,031億円。

○国・地域別では、香港、中国、米国が輸出金額の上位。
○品目別では、ホタテガイ、真珠等が輸出金額の上位。
○平成28（2016）年５月取りまとめの「農林水産業の輸出力強化戦略」では、水産物について、輸出拡大
に向けた生産体制の整備、海外市場の拡大、輸出先国・地域の衛生基準等に適合した輸出環境の整備に取
り組むこととしているところ。平成28（2016）年８月の「未来への投資を実現する経済対策」では、令
和元（2019）年に農林水産物・食品輸出額１兆円（水産物3,500億円）を目標。

○平成30（2018）年の水産物輸入量（製品重量ベース）は前年比４％減の238万トン。輸入金額は前年比
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○品目別では、サケ・マス類、マグロ・カジキ類、エビ等が輸入金額の上位。
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（ア）水産物輸入の動向

我が国の水産物輸入量・金額の推移
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我が国の水産物輸出量・金額の推移

資料：財務省「貿易統計」に基づき水産庁で作成
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ていきます。
また、漁村地域において伝統的な生活体験や地域の人々との交流を楽しむ「渚泊」を推進するため、地域資源を魅力ある観光コンテンツとして

磨き上げる取組等のソフト対策や古民家等を活用した滞在施設、農林漁業・農村漁村体験施設等のハード対策を支援していくこととしています。

６　東日本大震災からの復興に向けた動き
被災地域では漁港施設、漁船、養殖施設、漁場等の復旧が積極的に進められてきましたが、いまだ復旧・復興の途上にある地域・分野もあり、

国では引き続き被災地の水産業の復旧・復興に取り組んでいます。
水産物の放射性物質モニタリングでは、基準値を超える放射性セシウムが検出された検体は、時間の経過とともに減少する傾向にあります。基

準値超過検体数は、海産種では、福島県では平成 31（2019）年１月に１検体のみ（３年 10 か月ぶり）となっており、同県以外では平成 26（2014）
年９月以降、基準値超えの検体はみられていません。

福島県沖では、モニタリングの結果を踏まえて試験操業・販売が実施されており、対象魚種は全ての魚介類（出荷制限魚種を除く。）、漁獲量は
平成 30（2018）年には 4,010 トン（速報値）まで徐々に増加しており、福島県の本格的な漁業の再開につながることが期待されます。

我が国の水産物の安全性については、海外に向けても適切に情報提供を行っていくことが必要です。水産庁では、英語、中国語及び韓国語の各
言語で水産物の放射性物質モニタリングの結果を公表しているほか、各国政府等に対し、調査結果や水産物の安全確保のために我が国が講じている
措置等を説明し、輸入規制の緩和・撤廃に向けた働きかけを続けています。

この結果、東電福島第一原発の事故直後に輸入規制を講じていた 53 か国・地域（うち 18 か国・地域は一部又は全ての都道府県からの水産物
の輸入を停止）のうち、30 か国は平成 31（2019）年３月末までに輸入規制を完全撤廃し、輸入規制を撤廃していない国・地域についても、規
制内容の緩和が行われてきています。

平成 25（2013）年９月以降、福島県等計８県の水産物の輸入を全面的に禁止するなど規制措置を強化した韓国については、平成 27（2015）
年より、WTO 協定に基づく紛争解決手続を開始しました。平成 30（2018）年２月、韓国は、WTO ／ SPS 協定に従って措置を是正するよう
勧告する内容の報告書を公表したパネルの判断を不服として、同年４月に WTO 上級委員会へ申立てを行いました。平成 31（2019）年４月 12 日、
上級委員会は報告書を公表し、パネルの判断の一部を取り消したものの、日本産食品の安全性についてはパネルの判断を取り消しませんでした。

日本産農林水産物・食品に対して、輸入規制措置を継続している国・地域に対しても、我が国の食品の安全性及び安全管理の取組を改めて説明
しつつ、引き続き輸入規制の撤廃・緩和を求めていくこととしています。

ご意見　ご質問はこちらへ　 URL http://www.maff.go.jp/j/apply/recp/index.html

編集・発行 水産庁漁政部漁政課広報班
 〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1　合同庁舎1号館8階
 代表　03-3502-8111　（内線6505）
 URL　http://www.jfa.maff.go.jp/

水産庁施策情報誌 漁政の窓

窓辺のカーテン編 集 後 記

　今月号は「平成３０年度水産白書」を紹介しました。今回の水産白書では、先般の漁業法改正を含む「水
産政策の改革」について記述するとともに、特集として、「水産業に関する人材育成」の方向性について考
察・記述しました。是非、ご一読いただき、水産に対するご理解を深めていただければと思います。
　「漁政の窓」では、今後も皆様に水産庁施策についてわかりやすくお伝えできるよう努めていきますの
で、どうぞよろしくお願いいたします。
　ご意見やご質問がありましたら、以下にお願いいたします。

28

（２）東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響への対応

○国、関係都道県、漁業関係団体が連携し、水産物の放射性物質モニタリングを実施、結果を公表。
○海産種において、福島県では平成31（2019）年１月に基準値超過が１検体検出されたのみ（３年10か
月ぶり）、同県以外では平成 26（2014）年９月以降、基準値超えの検体なし。淡水種では、平成 30
（2018）年度に基準値を超えた検体は、福島県で５検体、同県以外ではなし。
○福島県沖では、モニタリングの結果を踏まえて試験操業・販売を実施。平成29（2017）年４月から対象
魚種は全ての魚介類（出荷制限魚種を除く。）。また、平成30（2018）年６月より、キツネメバル、シロメバル、
スズキが出荷対象となり、福島県沖の重要な種のほぼ全てが出荷対象。

（ア）水産物の放射性物質モニタリングと福島県沖での試験操業・販売
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水産物の放射性物質モニタリング結果（平成31（2019）年３月末現在）

 定置漁場 100％ 100％ 要望なし  （138か所） （850か所）
 養殖漁場 99％ 99％ 100％
  （163か所） （950か所） （11か所）

福島県宮城県岩手県H30の
内訳

 418 645 672 705 729 749 754

 22 23 23 23 23 23 26

（水産加工施設）
•被災３県において、再開を

希望する水産加工施設の９
割以上が業務再開。

（産地市場）
•岩手県及び宮城県は、22

施設全てが再開。
•福島県は、12施設のうち、

４施設が再開。

業務再開した
水産加工施設

（施設）※１

業務再開した
産地市場

（施設）※２

が
れ
き
に
よ
り
漁
業

活
動
に
支
障
の
あ
る

漁
場
（
か
所
）

 定置漁場 958 1,003 1,004 987 992 990 988
 　うち 958 975 976 980 988 988 988 　処理済み
 養殖漁場 804 1,071 1,101 1,100 1,129 1,131 1,135

 　うち 801 973 1,045 1,077 1,103 1,116 1,124 　処理済み

産地市場

定置漁場

養殖漁場

水産加工施設
被
災
３
県
で
被
害
が
あ
っ
た
産
地
市
場
（
34
施
設
）
及
び
再
開
を

希
望
す
る
水
産
加
工
施
設
（
７
８
５
施
設
）
の
業
務
再
開
状
況
（
％
）

※１　各年の数字は、H24年が３月末、H25年からH29年は12月末時点、H30年
は９月末時点。 

※２　各年の数字は、H24年が４月末、H25年が12月末、H26年以降は２月末時
点。

H30H29H28H27H26H25H24

•再開を希望する水産加工施設の９割以上が業務再開。
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5　加工流通施設

被
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で
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、

が
れ
き
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済
み
の
漁
場
（
％
）

※支障のある箇所数が増減するのは、気象海象によりがれきが当該漁場に流入し
たり、流出したりするためである。

※各年の数字は３月末時点。

H30H29H28H27H26H25H24

•がれきにより漁業活動に支障のあった定置及び養殖漁場
　のほとんどで撤去が完了
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総検体数： 58,208検体
100ベクレル／kg超の検体数： 2,098検体
100ベクレル／kg以下の検体数： 56,110検体

〈福島県で採取された海産種〉 〈福島県以外で採取された海産種〉
総検体数： 59,539検体
100ベクレル／kg超の検体数： 177検体
100ベクレル／kg以下の検体数：59,362検体

100ベクレル／kg超 超過率100ベクレル／kg以下
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